
件名 公告日 令和8年5月21日

質問 書類名　項目 質問内容

1
業務委託仕様書

「３ 委託内容」

（１）日本の生活ルール等に係る研修の実施

⑤ 参加規模

　 100名程度（複数のコースに分けることも可能。）

（２）日本語学習支援

⑤ 参加規模

　 100名程度（複数のコースに分けることも可能。）

（３）外国人介護職員と日本人介護職員との交流会

⑤ 参加規模

　 （各地区）30名程度

　これらについて、各事業において実際の参加者数が上記の参加規模

を下回った場合、委託料の減額等のペナルティが発生する可能性はあ

るか。

2

業務委託仕様書

「３ 委託内容 （1）日本

の生活ルール等に係る研

修の実施」

　研修時間は「1コース18時間程度」とされているが、例えば1回3時

間の研修を6回実施し、合計18時間で1コースとする場合、受講者は

原則として全6回に参加することが前提となるか。

　また、その場合、1コースごとに参加規模100名程度（のべ参加人

数600名程度）となるよう実施する必要があるか。

3

業務委託仕様書

「３ 委託内容 （2）日本

語学習支援」

　研修時間は「1コース12時間程度」とされているが、例えば1回3時

間の研修を4回実施し、合計12時間で1コースとする場合、受講者は

原則として全4回に参加することが前提となるか。

　また、その場合、１コースごとに参加規模100名程度（のべ参加人

数400名程度）となるよう実施する必要があるか。

　受講者には、１コース（12時間程度）の全課程（示されている例でいう

と、３時間×４回）に参加いただくことが前提となります。

　仕様書に記載している参加規模（100名程度）は、１コースの全課程

（12時間程度）に参加する受講者の人数を想定しています。

回　　答　　書

令和８年度外国人介護人材日本語学習等支援事業実施業務

回答

　実績の参加者数が仕様書の参加規模を下回った場合でも、委託料の減額

等のペナルティはありません。

　ただし、仕様書の参加規模を達成することを想定した広報等の提案をお

願いします。なお、応募者が参加規模を下回ることが想定される場合は、

再募集等の対応を行っていただくことがあります。

　受講者には、１コース（18時間程度）の全課程（示されている例でいう

と、３時間×６回）に参加いただくことが前提となります。

　仕様書に記載している参加規模（100名程度）は、１コースの全課程

（18時間程度）に参加する受講者の人数を想定しています。



4

業務委託仕様書

「３ 委託内容 （2）日本

語学習支援」

　「実施時間については、1 コース 12 時間程度とする。なお、受講

者の習熟度等を踏まえ、複数のコース設定を行うこと。」とされてい

るが、例えば初級・中級・上級といった複数のレベル別コースを設定

する場合、各コースごとに12時間程度の研修を実施する（例：合計

36時間）必要があるか。

　また、１コースごとに参加規模100名程度となるよう実施する

（例：3コース合計300名）必要があるか。

5
業務委託仕様書

「３ 委託内容」

（1）日本の生活ルール等に係る研修の実施

（2）日本語学習支援

（3）外国人介護職員と日本人介護職員との交流会

　これらの実施にあたり、参加者募集に関して、県より業務告知物

（研修・交流会のチラシ等）の配布先リスト等を提供いただけるか。

6

業務委託仕様書

「３ 委託内容 （1）日本

の生活ルール等に係る研

修の実施 ③研修内容」

　労働、賃金、および文化理解について、受け入れ先の事業者様への

配慮も考え、県が想定している内容の範囲について教えていただきた

い。

　佐賀県HPに配布対象となる「介護サービス事業所一覧」を掲載してい

ますので、御活用ください。

　県で想定している研修内容は、仕様書に記載のとおりです。

　提案者において、目的や対象者を踏まえ、効果的と思われる研修内容を

提案してください。

　日本語学習支援は習熟度等を踏まえた複数のコースを設定していただく

必要があり、設定されたコースごとに12時間程度の研修を実施いただくこ

とを想定しています。

　仕様書に記載している参加規模（100名程度）は、設定された複数の

コースの全課程（12時間程度）に参加する受講者の合計人数（例：Aコー

ス50人、Bコース50人など）を想定しています。


